
 
 

（別紙） 

 

「東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業従事者等の

健康の保持増進のための指針」の概要 

第１ 趣旨 

  本指針は、東電福島第一原発での緊急作業に従事し、または従事して

いた労働者（以下「緊急作業従事者等」という。）が、当該緊急作業や

放射線業務に従事するときの健康の保持増進のための措置が、適切かつ

有効に実施されるよう定めるもの。 

第２ 長期的健康管理のための取組 

 １ 事業場の規模に応じた事業場内管理体制を確立し、健康診断を適切

に実施する。 

 ２ 緊急作業に従事した間の被ばく線量（実効線量）が、 

・50mSvを超える者に対して、１年に１回、白内障の検査を実施する。 

・100mSvを超える者に対して、１年に１回、がん検診等を実施する。 

 ３ 緊急作業従事者等の全員に対して、保健指導等を実施する。 

第３ 緊急作業従事者等のデータベースの整備 

 １ 緊急作業従事者等を緊急作業又は放射線業務に従事させる事業者

は、健康診断結果や、線量等管理実施状況報告書等を、国に報告する。 

   緊急作業従事者等が転職後に新たに放射線業務に従事する場合も

同様とする。 

 ２ 緊急作業従事者等には、国が設置するデータベースへの登録証が送

付され、国の支援窓口に登録証を提示することにより、被ばく線量や

健康診断結果等の記録の写しを受け取ることができる。 

 ３ 緊急作業における被ばく線量が 50mSvを超える者は、被ばく線量等

が記載された手帳の交付を受けることができる。 

第４ 国が行う必要な援助等 

 １ 緊急作業従事者等に対する、がん検診等の受診勧奨。 

 ２ 支援窓口での、緊急作業従事者等に対する健康相談や保健指導。 

 ３ 第２の２に該当する緊急作業従事者等に対する、検査の費用の全部

または一部の援助。 


